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会 議 に 付 し た 事 件 

 

議案第２号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

議案第３号 財産の無償貸付について 

議案第４号 立木処分について 

議案第５号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて 

議案第６号 多良木町営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて 

議案第７号 令和元年度多良木町一般会計補正予算（第１号) 

議案第８号 令和元年度多良木町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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開議の宣告 

（午前 10 時 00 分開議） 

○議長（髙橋裕子さん） ただいまの出席議員は 12 名です。全員出席ですので、会議は成立いた

しております。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日はお手元に配布しておきました議事日程のとおり、議事を進めてまいりたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって本日は配布しておきました議事日程表のとおり進めてまいります。 

 

日程第１ 「議案第２号」 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 

○議長（髙橋裕子さん） それでは、日程第 1、議案第 2号、熊本県市町村総合事務組合規約の一

部変更についてを議題といたします。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 2 号、熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更については、原案の

とおり可決されました。 

 

日程第２ 「議案第３号」 財産の無償貸付について 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 2、議案第 3号、財産の無償貸付についてを議題といたし

ます。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

はい、9番久保田武治さん。 

○９番（久保田 武治君） 3点ほど、この問題についてお尋ねをしたいと思います。 

まず１つはですね、教職員住宅は、建築後一体どれぐらいの年数が経ったものなのか。そ

の辺ひとつお聞かせいただきたい。 

ということと、２つ目にですね、今回、10 年目になるっていうことなんですが、この維持

管理を貸付によって図っているというふうになっておりますが、日常的にどのような維持管

理がなされているのか、その内容。 

３つ目に、5 年間を貸付期間というふうに設定されておりますが、その理由、根拠。その 3

点について順次ご答弁をいただければと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答え申し上げます。 

1 点目のですね、建築年月日ということですけども、そちらの方ちょっと手元に資料があり
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ませんのでまた後ほど調べてお答えさせていただきたいと思います。 

ただこの下槻木小学校住宅の方が、平成 18年の 3月 31日に閉校になっておりまして、その

後、平成 21年 3月 31日に 3年経ったときにですね、財産処分期間が満了日になったというこ

とで、そこから貸付についての協議がなされたということでございます。 

もともと住宅としてはちょっと老朽化をしておりまして、解体する案もあったということ

ですけども、解体費用もその当時 150 万ほどかかるっていうことと、あと重機等をですね、

入れた場合に、石垣が崩れないか櫻田さんの方も心配されて、無償であるなら解体をしなく

て良いというような話し合いがあったということで、そこから行政財産から普通財産に切り

かえまして、無償の貸付の協議が整ったと聞いております。 

で、その当時に、当初が 21 年 7 月 1 日から 26 年 6 月 30 日までということで、当初 5 年間

で契約を結びましょうということで、契約をしてあるところでございます。2 回目がまた 5 年

経ちまして、26年の 7月 1日から 2回目の更新ということで、5年間の更新をまたお願いして

いるところです。今回あの 5 年また経ちましたので、3 回目の更新ということで、お願いする

ものでございます。 

日常的には、よその方がですね、いろいろ隣に見ず知らずの方が来られると心配だという

ことで、倉庫等として利用されているというふうに聞いております。建築年月日は調べてか

らお答えさせていただきたいと思いますよろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 9番久保田さん。 

○９番（久保田 武治君） 私も現地を存じておりますがかなり危険箇所ではないかっていうそ

ういう思いがあるのと、それからもう一つはこの櫻田さんご自身がもうかなりご高齢という

ことがありますので、その点の心配もあるのではないかっていう、そのこともあったので、

質問をいたしました。 

一応、今の答弁で了解をいたします。 

○議長（髙橋裕子さん） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 3号、財産の無償貸付については、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３ 「議案第４号」 立木処分について 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 3、議案第 4号、立木処分についてを議題といたします。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 4号、立木処分については、原案のとおり、可決されました。 

 

日程第４ 「議案第５号」 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を 

定めることについて 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 4、議案第 5号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例を定めることについてを議題といたします。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 5 号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定め

ることについては、原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 「議案第６号」 多良木町営住宅条例の一部を改正する条例を定めることに 

ついて 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 5、議案第 6号、多良木町営住宅条例の一部を改正する条

例を定めることについてを議題といたします。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 6 号、多良木町営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについ

ては、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 「議案第７号」 （令和元年度多良木町一般会計補正予算（第１号)）の訂正 

について 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 6、議案第 7 号、令和元年度多良木町一般会計補正予算

（第 1号）の訂正についてを議題といたします。 
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町長から訂正の理由の説明を求めます。 

町長吉瀬浩一郎さん。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 議案の訂正についてご説明を申し上げます。 

多良木町議会 6月定例会議に提出いたしております議案第 7号、令和元年度多良木町一般会

計補正予算（第 1 号中）で、22 ページになりますが、この 22 ページの 1 番最下段になりま

す、中学校校舎改築事業費、補正予算が 216万 3,000円となっております。内訳としまして、

中学校建設計画検討委員会委員報酬が 31 万円、中学校建設設計検討委員会費用弁償が 14 万

7,000 円、普通旅費が 6,000 円、基本構想策定委託料が 170万円。これを削除させていただく

ことにお願いいたします。 

併せて、歳入歳出予算の財源調整もさせていただくものです。 

多良木中学校校舎改築事業に関しましては、昨年 7 月に住民説明会を行いました。そして

今回、春に 4校ですね小学校 3校、そして中学校 1校、ＰＴＡでの説明も行いました。広報に

も考え方を書いておりますがしかし、再度ですね、住民説明会を開催して、事業内容につい

て十分に説明し、広く合意形成を図った上での必要な予算計上が妥当と考えましたので、住

民の皆様方の理解を得られるものと判断しましたので訂正をお願いをするものです。 

議案の訂正につきましては、議員各位のご賛同いただきますように、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 6、失礼いたしました。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、議案第 7 号の訂正について許可することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 7号、令和元年度多良木町一般会計補正予算（第 1号）の訂正について

は許可することに決定しました。 

ここで議案差し替えのため暫時休憩いたします。 

（午前 10時 13分休憩） 

（午前 10時 14分開議） 

 

日程第７ 「議案第７号」 令和元年度多良木町一般会計補正予算（第１号) 

 

○議長（髙橋裕子さん） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、日程第 7、議案第 7 号、令和元年度多良木町一般会計補正予算（第 1 号）を議題とい

たします。 

議案の訂正がありましたので、ここで説明を求めます。 

前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） 議案の訂正について説明を申し上げます。 

まず今回の訂正につきましては、25 ページ以降が、各 1 ページずつ繰り上がることになり

ましたので、予算書そのものを全部差し替えということでお願いをしたいと思います。 

議案第 7号、令和元年度多良木町一般会計補正予算（第 1号）の訂正箇所について、説明を

申し上げます。 

まず表紙の方でございます。第 1 条におきまして歳入歳出に、それぞれ追加する額を 6 月 5

日に説明いたしました額から 216 万 3,000 円を減額いたしまして、7,514万 6,000 円に訂正を

するものでございます。 

また、これに伴い、予算の総額の方も 216 万 3,000 円減額いたしまして、68 億 7,714 万
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6,000円にするものでございます。 

まず、歳出予算の方から説明をいたします。訂正前の予算書の 22 ページをお願いします。

先ほど町長が説明されたことと重複になりますけども、款の10、教育費、項の 3、中学校費、

目の 3、中学校校舎改築事業費でございますが、補正額の合計が 216 万 3,000 円、内訳につき

ましては、節の 1、報酬で中学校建設計画検討委員会委員分が 31 万円、節の 9 で旅費の費用

弁償で、中学校建設計画検討委員会分が 14万 7,000円、普通旅費が 6,000円、節の 13委託料

で基本構想策定委託料が 170 万円。これらを目ごと削除するものでございます。以上の歳出

予算の訂正に伴いまして、歳入予算の財源調整をいたしております。 

訂正前、訂正後ともに 10 ページになります。款の 18、繰越金におきまして、訂正前の補正

額 3,842万 4,000円から歳出と同額の 216万 3,000円を減額いたしまして、3,626万 1,000円

に訂正をいたしております。以上によりまして 1 ページから 5 ページまでの第 1 表、それか

ら、7 ページから 8 ページの事項別明細書総括におけます関係部分についても修正をいたして

おります。 

また、これに伴いまして、訂正前では 25ページ、訂正後では 24ページでございますが、給

与費明細書でも訂正が生じております。 

訂正前の給与費明細書の中の 1、特別職、の中で、1 番左側の列の区分という欄におきまし

て、補正後の部分のその他の特別職の職員数が、訂正前の 1,515 人から 11 人を減らしまして、

訂正後 1,504人といたしております。 

また、その右の報酬欄におきまして、訂正前の 7,779 万 2,000 円から 31 万円を減額いたし

まして、訂正後は 7,748万 2,000円としております。これによりまして、表内の関係する集計

部分も修正をいたしております。 

また訂正前は給与費明細書以降の記載が 25 ページからとなっておりましたが、訂正後は、

1ページずつ繰り上がっておりまして、24ページからとなっております。 

以上で、訂正後の議案の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。本 

案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 7号、令和元年度多良木町一般会計補正予算（第 1号）は原案のとおり

可決されました。 

○議長（髙橋裕子さん） ここで、先ほどの議案第 3 号財産の無償貸付についての発言の申し出

があっておりますので、これを許可いたします。 

前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） 先ほどの議案の中で、旧下槻木小学校職員住宅の件におきまして、

建築年月日について後で調べますということで申し上げましたが、調べましたところ、昭和

59年 10月建築ということになっております。 

ちなみに、床面積は 148平米でございます。よろしくお願いします。 
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日程第８ 「議案第８号」 令和元年度多良木町下水道事業特別会計補正予算（第１ 

号） 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 8、議案第 8号、令和元年度多良木町下水道事業特別会計

補正予算（第 1号）を議題といたします。 

既に説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋裕子さん） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 8号令和元年度多良木町下水道事業特別会計補正予算第 1号は原案のと

おり可決されました。 

 

日程第９ 一般質問 

 

○議長（髙橋裕子さん） 次に、日程第 9、一般質問を行います。 

5番村山昇さんの一般質問を許可します。 

5番村山昇さん。 

 

    村山 昇君の一般質問 

 

○５番（村山昇君） それでは、久しぶりの一般質問を私、行いたいと思います。スムーズにい

くような答弁をよろしくお願いいたします。 

まず、質問事項として高校跡地の管理及び利用等についてということで上げております。 

これ、97 年の歴史で閉校されました多良木高校。3 月いっぱいで閉校ということで大変、

多良木町としても、また、上球磨地区としても寂しい気がしているところでございます。 

その後、2 カ月がもう過ぎたわけでございますが、学校の施設内を見ていますと、もう、校

舎周辺についても草がぼうぼうしておるし、野球場、運動場、テニスコートと大変こうもう

管理が必要な時期になってきているようなことを私、見て回って思いました。 

この、閉校後の校内の施設等の管理ということで、上げさせていただきましたが、今から

県の方もまたいろいろな支援学等の問題もあると思いますけれども、多良木町としても中学

校問題等もありますので、この管理等について、現在、どのような管理がなされているのか、

まず、ここをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） これより町長、教育長、関係課長の答弁を許可します。 

前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） 多良木高校閉校後の校内施設等の管理はどうなっているのかってい

うことでございますけども、県の方にお尋ねをいたしましたところ、閉校後の校内施設等に

つきましては、県有財産ということでございますので、財産の管理の方は県の方で行ってい

るというふうにお聞きをしております。 

具体的には、現在のところ球磨支援学校の方で管理を行っているということでございまし
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た。管理の内容といたしましては、かぎの管理、施設の警備、グランドの整備等を行ってい

るというふうに伺っております。 

グランドの整備につきましては、年間、数回程度の除草等の予算を組んでいるということ

でございましたが、閉校前のときのように、いつでも使えるように、常時整備ということで

はなくて、現在、予算はありますが、まだ除草は今のところ実施はしてないところというふ

うに聞いております。町の方では草が生えないように県の方に、求めていたといいますか、

お願いをしていたところでございました。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 今、支援学校が県の財産として管理をする、年間数回常時こう利用される

ようなことではないというなことでございます。 

今のままで管理をせずに、また除草等をしないということになると、いろいろ利用する場

合に、大変なことになるんじゃないかなと私は懸念をしております。 

この支援学校というのが今出てまいりましたが、この問題については、全校が移転をする

とかという問題等もありますし、また、多良木としても、中学校の県有地に受け入れをお願

いしたいというようなこともしておりますけれども、こういう支援学校が完了するというよ

うなこと。この問題等について、県の教育委員会、正式に決定されたというのはいつごろで

あるかそれをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 2 月の 24 日に県の外部委員会がありまして、支援学校等の、どうい

うふうにするのかというのを検討する委員会があります。そちらで 2月 4日に、県の案が県の

案といいますと、多良木高校跡地に支援学校の全校移転、そして多良木町と話し合って多良

木中学校の移転というのを行うということなんですけど、この二つについて正式に外部委員

会で了承されました。それが 2月 4日です。 

それから 2月 5日には、県の教育委員会が開かれまして、2 月 5 日に正式に県の協議会もこ

れを了承したということで、その後、パブリックコメントを皆さんから県民の皆さんからい

ただきたいということで、パブリックコメントが終了して、3 月の 26 日にですね正式に、こ

の案が成案となったということですので、県がずっと管理をしていくということになりまし

た。 

その先の質問についてはまたいろいろとあるかもしれんので今はそこで止めておきたいと

思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 今町長が答弁されました内容は、支援学校が全校移転と、また中学校も県

有地の受け入れをするというなことがもう決定されたというなことでいいわけですか。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、多良木高校跡地を活用して、支援学校については全学部を移

転させると。土地施設の利用については、多良木町による多良木中学校等の同敷地への移転

整備の計画を踏まえて多良木町と連携し検討するということで、地域に長年愛されてきた多

良木高校跡地を多良木中学校とともに活用することを踏まえ、しっかりあそこの整備をやっ

ていきたいというのが県の意向です。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 今、町長の方から支援学校、から中学校の県有地の受け入れ、県と多良木

で管理をしていくような答弁がなされました。 

この、質問要旨の 2 番目に入りますが、中学校も県有地に受け入れができるということな

らば、今の状態を見ていますと、町としても、何らかの管理等に協力をすることが必要では

ないかなと。 
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やっぱり、県と町が、跡地の県有地を利用して今後行く場合には、町としてもこの管理等

にある程度協力をしていくことが必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけ

れども、その考えはないのかお聞きしたい。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、あそこに私も何回か今まで行ってきましたが、かなり草が伸

びております。 

いろんな今総会があっておりますので、その総会の時にいろんな方々とお話をするときに、

多良木のシンボリックな存在であった多良木高校をあのままほっておいていいのかっていう

ご意見はたくさんいただいてます。中には、自分たちも手伝うから町が主導で皆さんに声を

かけて、そしてあそこを整備するという必要があるんじゃないかというふうな、草刈りとか

そういうことだと思うんですが、あるんじゃないかということは伺いました。 

で、私としてはできれば、そういう形で、町の方で皆さんに呼びかけて、そして議会の

方々と一緒に呼びかけて、あそこを整備させていただけばというふうに思います。 

さっき総務課長が申し上げましたように県の方では何回か整備の予算を組んであるらしい

んですけども、それを待ってるとなかなかいつも見ていた多良木高校跡が草ぼうぼうになっ

てしまうっていうことは、やはり忍びないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、

是非、県と協力して県にそういう申し上げをしたいということは申し上げておりましたが、

県の方としては、県の管理なので多良木町のほうでやっていただくのは、申しわけないみた

いな気持ちではいらっしゃるみたいですが、しかし、県としても、そこはそういう意向であ

るならばそれは受け入れたいということを言っておられましたので、是非、あそこのグラン

ドの整備については、町の方も県と協力して整備を行っていければというふうに思っており

ます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） はい、今、町長が言われましたように、やはり県有地に町もやはり、管理

等に協力して、そういうふうな体制っていうのは、県の方にも、協議をしていただきたいと

いうふうに思っております。 

から 3 番目ですけれども、今、高校の施設に草ぼうぼうしておりますけれども、野球場、

あるいは体育館等があります。これが閉校時には、いろいろと町民の皆さん方、ボランティ

アで掃除等もなされたようでございますけれども、この施設について、野球場、体育館、こ

れ、町の事業として、またいろいろ、上球磨の事業として、あるいは郡内のいろいろな、そ

ういう事業の中で、野球場とか体育館とか校舎以外ですけれども、そういうのを利用されな

いのか、そういうことを県との協議をされたのか。そういう考えがあるかないかをお聞きし

たいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 先ほど申しましたように、多良木高校に気持ちを寄せておられる方

はたくさんおられます。閉校のセレモニーのときもですね、あそこを退職された教員の方が、

ぜひここを使わしていただけるようにしていただきたいということは、何度もおっしゃいま

した。 

で、今、あそこはインフラが止まってます。電気が止まってますし水道が止まってます。

グランドについては、申し入れれば使えると思います。そういう申し入れはしていきたいと

思いますが、例えば体育館とか、いろんな施設建物ですね、を使う場合には、やはり県の方

も一応閉校となったので、そこに対して、インフラを整備するのかどうかということはやは

り県の教育委員会の方ので論議をしてもらわなければいけないと思いますが、そういう申し

入れ、やっぱり使うことによって、使わなければだんだん傷んできますので、使うことによ

って、そこをまだまだ使えると。 
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そして次につなげる場合にも、使っていた方がずっといいと思いますので、できるだけ使

わしていただくような形で、県の方には申し入れをしていきたいと思っております。 

それがずっと使えるのかとかそういう何か行事があるときに使えるのかとかそういうこと

は、県の方もいろいろと考えられると思いますので、使わせてほしいという住民の方々の意

向があるということは県の方に伝えていきたいと思ってます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 今の町長の答弁のようにですね、やっぱりこの、草がぼうぼうしてる野球

場とか運動場、また、体育館等もですね、電気が止まっておるとか水道が止まっているとい

うことでございますけれども、やっぱり使わなくては、なかなか早くこう傷んでしまうんじ

ゃないかなというふうに思います。 

野球場等も使えばですね、やっぱりそしこ整備をしなくちゃならないし、やっぱり除草等

もそれぞれ使う方がしながら使われる。体育館等もやっぱり清掃しながら使うということな

らば、今後、中学校等が移設した場合にはですね、スムーズな利用ができるようになるんじ

ゃないかなというふうに思ったもんですから、このことについては、県との協議も、進めて

そういうふうなことでやっていただければというふうに思っております。 

それでは 2 番目の中学校校舎改築事業についてということでこれも今の問題ともだぶって

まいりますけれども、このことについて、2、3お尋ねをしたいと思います。 

この実施計画等によりますと、本年度から基本構想の策定をしながら、令和 2 年、3 年、4

年度までに多良木中学校の新築をすると、改築をやるというような実施計画ができておりま

す。本年度の基本構想の予算を実施計画の中には載っていなかったもんですから、一般質問

に出したわけですけれども、今回まだ説明不足というふうなことで、この訂正を先ほどされ

ました。 

この基本構想を策定するのは、県も策定する。同時にやっぱり策定をしていかなくては意

味がないというなことを私は思っております。そして、この実施計画は、もう高校跡地に改

築、新築するんだというような実施計画であろうと思ってこの実施計画書を見させていただ

きました。 

そこで、先ほど支援学校の全校移転等が言われましたが、現在の支援学校、何人の生徒が

いるのか。また、この支援学校の開校時から比べまして、どのくらい増えているのか。 

障害を持った子どもさんたちが増えているということは聞いておりますけれども、10 年前

と比較した時にどのくらい増えているのか。ようなことが、町長の方で把握しておられれば

答弁を願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 事務方のほうから答弁をさせていただきます。 

まず最初のお尋ねのですね、現在の球磨支援学校には何人の児童生徒がいらっしゃるかと

いうことで調べましたところ、86 人ということでございます。その数としましては今、議員

おっしゃったとおり、支援学校開校時に比べてどれぐらい増えているかということなんです

けど県の資料によりますと、約 2倍にふえているということでございます。 

障害を持った子どもたちの数が増えているということで、実際、3 倍にぐらいにはですね、

増えているっていうふうなニュアンスで考えております。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） はい、今、生徒数も大分増えているようでございますが、この 86 名、2 倍

ぐらい増えておるということです。 

支援学校は現在の施設が充実した施設があるというようなことでも思っておりますが、体

育館等もあるようですし、今の施設では足りないということなのか。その辺についての検討

はどのようにされているのかお聞きしたいと思います。 
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○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 事務方より答弁をさせていただきたいと思います。 

もともと開校した時にはですね、小学部と中学部しかございませんでしたので、施設設備

が小学中学部を対象にした仕様のために、高等部が後から追加で開設されましたので、そち

らの方の体育館等の広さ等は十分でないということを協議の中で聞いております。 

よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 小中ということで開校されたために十分ではないというなことでございま

すが、県としては、この支援学校の高等部。この高等部の学級編制等については、何人ぐら

いを考えているのか。 

またそれに伴う先生方、教職員、何人ぐらいになるのか。それを答弁お願いしたい。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 答弁をさせていただきます。 

高等部のですね、学級編成におきまして高校標準法で定める人数につきましては、1 学級 8

名っていうことで決まっておりまして、この 8 名を超える受け入れというのが今ちょっと施

設の関係等で、今年度、令和元年度におきましては 6 学級中、1 学級において 8 名を超えてい

るということで、今の施設では手狭ということで今回の全校移転になったというふうに聞い

ております。 

すいません。あとまた、教職員の定数なんですが、こちらクラスの数によって変わってく

ると思います。現在は小中高合わせて 56名のスタッフで頑張っていただいております。 

よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 高等部が今 6学級のうち 1学級で 8名超えている。 

何名かわかりますか、全部で高等部は。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） すいません、ちょっと総数についてはちょっと聞いておりませ

ん申しわけございません。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 今、今井課長の方で、わかりませんと言いましたが去年ですね、去

年は 80名中 46名が高等部の生徒であったというふうに伺ってます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 半数ぐらいは高等部がおるというようなことだろうと思います。 

そういうことから、今の支援学校では、いろいろな施設等も不十分である。だから多良木

高校の方に移設をするというようなことだろうと思っております。 

そこで、高校跡地に支援学校と中学校の整備をするということで、この方向性ですけれど

も、具体的な目標といいますか、町と県はどのようなことでこの問題を考えているのか考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、方向性としましてはですね、多良木高校跡地を活用して、全

学部の移転は熊本県のが行います。そして多良木町の方は、中学校を移転新築するという形

をとりたいと思っております。 

地域に長年愛されてきた学校ですので、多良木高校跡地を多良木中学校の校舎をつくるこ

とによって活用することを踏まえてですね、交流及び共同学習の推進ですね、障害を持った

子どもたちと中学生の交流を図っていきたいということがまず一つ。 

それから閉校した多良木高校の敷地と面影を保存したいというふうに県も町も考えており
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ます。 

それから、地域のにぎわい創出というのも入ってくると思いますので、この 3 点を今のと

ころ方向性として考えているっていうことです。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 今、支援学校のそういう、全校の移転というなことで、内容とか特色は今

話されましたことで、大体、学校の規模というようなものをいろいろと協議をされていると

思っておりますが、これ支援学校のこの全校を移転した場合ですね、今の多良木高校跡地の

整備の内容ですけれども、これはもう一部なのか全面改修なのか、その辺は県との話し合い

の中ではどのような進め方をされているか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 県の方は改修というふうに言葉を使って言っておられますが、どの

くらいの規模の改修なのか、町の方ではまだちょっと基本計画あ、基本構想を県のを伺って

おりませんのでわかりませんが、先程ほど言いましたように、80 人中 46名が高等部であると

いうことを考えれば、あそこは多良木高校跡地の場合は、校舎が高校生用につくってありま

すので、その 46 名の分については、そんなに大きな改修は必要ないのかと思いますけれども、

小学校中学校を受け入れるためには、確かあの基準がありますので、階段とか教室とかです

ね。 

ですからかなり私、これは個人的に思ってるだけの正式な県の方針ではないと思います。

ないんですが、かなり大幅な改修が必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。 

県の方では今、全面改築とかいう言葉を使っておられますので、改修という言葉を使って

おられます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 町長言われましたように、改修をされるだろうと思いますし、建物自体は

まだ大丈夫というなことだろうと思いますけれども、内部の改修が一部または全面等もある

んじゃないかというふうに思いますが、これはやっぱり県の方の基本構想が早く進まないと

こういう内容等についても、なかなか出てこないんじゃないかなというふうに思います。 

町が今回、基本構想の予算を計上をされました。だけども今日、その内容についてまた取

り下げをされました。この予算の計上について、今後ですね、この中学校の新設するのには、

県とのこういう基本構想が一緒にやっぱり進んでいくべきではないかなというふうに私は思

っておりますので、今日取り下げたことについて、今後ですねどのような形で進めていかれ

る。それについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 基本的には中学校を多良木高校跡地に新設をされていただくという

基本的なところは立場変わっておりませんが、その説明が不足だったということを議会の方

からもうちょっときちんと説明してほしいという部分と、それから、住民の方々に対しても

う 1回説明したほうがいいんじゃないかというご意見がありました。 

で、実質的には 6 月から基本構想の策定に入りますので、県の方はもう予算を組んでおら

れるんですね。町の方がその予算がないということは、町がその中に入れないということに

なりますので、かなり町の方としては遅れていくのかなっていうふうに思います。 

そこでこれは県と町が一緒に、前、今井課長の方が答弁しましたように、県の協議の中に

町のスタッフを入れさせていただくと、その中で町がどういうふうにしたいのかということ

をそこで述べていく。そしてそれをくみ上げていくということを予定してたんですが、今回、

予算を取り下げたということで、多良木町はもう明らかにそこから熊本県の考え方っていう

か、熊本県の立場からは一つずれてしまうと思います。 

私としては 7 月の 20 日過ぎに説明会をするというふうに思ってたんですけど、これは余り
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何というか悠長に構えていたら、国の方にも補助金を申し入れるのは県ですので、県の方が

国の方に行って、多良木町からこういうのが出ておりますということを言われると思います

ので、採択されるかどうかっていうことについてはなるべく早く言わないと、なかなか厳し

い局面も出てくるかもしれません。多良木だけではありませんので、学校の新築とかいうこ

とも文部科学省の方に予算を交付金をもらう場合ですね。 

県と一緒に進んでいかないとなかなかこれは難しいと思いますし、今回取り下げたことで

県に対してはですね、ちょっと申しわけないなというふうに私、執行部思ってるんですが、7

月と言わずもちょっと早く説明会をして、そしてもう 1 回議会を開いていただいてというこ

とは思っております。 

ですから、やはり一緒に基本構想の策定には進んでいかなければならないと思っておりま

すので、今回は取り下げたということに関してはですね、ちょっと私個人としては残念だっ

たなというふうに思ってます。 

ただ、住民の皆さんと議会の皆さんに説明はきちんとしていかなければならないというこ

とはこれはもうおっしゃるとおりだと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） この基本構想について、予算を今回外されましたので、今、今後の進め方

について町長の答弁がありました。 

私はできるだけ早く、やっぱり県との協議を 2 番目に入りますけれども、県との協議はど

のような内容で協議しているかちゅうことを聞きたかったわけですけれども、これがまだ策

定に当たっては進まないというような状況でございます。 

ですけれども、この中学校の新設における多良木町としての考え、あるいは議会としての

考え方、これは県に対して何かの形で反映をしてもらいたいというふうに思っております。 

こういう内容等について、県との協議というのは、どのようにされていくのか町長の考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 何分、あそこは県有地でありますので、熊本県の方に使い方につい

ては要望を出していくということになります。 

熊本県は 6月から基本構想をつくるということですので、もう既に 6月から協議を始められ

ると思います。しかし多良木町は 6 月からの協議には入れないということになりますので、

予算がないということですので、できれば県との協議をなるべく早く追いついていかなくち

ゃいけないという気持ちがありますので、説明会もですね、7 月と言っておりましたけれども、

少し早目に前倒しで前倒しっては言い方おかしいですが、早く説明会をして、なぜ 7 月にし

てたかっていうと、たばこの収穫が大体 7 月末には終わりますし、農閑期になるということ

ですね、今、農家は非常に忙しい時期ですので、説明会にはできるだけ沢山の方々集まって

いただいて説明をしたいと思っておりましたので、やむを得ないと思ったんですが、そこら

あたりまた議会にご相談しながら、少し住民の方々に対する説明会をですね、早めていけれ

ばなというふうに思ってます。 

熊本県の方との協議については、先ほど申しましたように、熊本県のスタッフの方々の中

にこれから多良木高校跡地をどういうふうにしていくのかっていうことを話し合う上でのス

タッフがいらっしゃいますので、その中に多良木町の職員とあとそういういろんなしかるべ

き方々を入れていって協議を進めていきたいというふうに思ってます。 

なるべく早く協議を進めなければならないなというふうに思ってますが、しかしまだ説明

が不十分ということで、その説明会を少し早く繰り上げて説明できればなというふうに思っ

ているところです。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 
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○５番（村山昇君） 町長が今、説明会をということで、これは 3 月議会でも答弁で住民の説明

会を行うというようなことを言われておられましたので、その説明会を早めに行うというこ

とだろうと思います。 

県との協議についても県有地でありますので、県の構想には町の構想等も一緒にやっぱり

進めていくべきであろうと私も思います。そういうことから早めな説明会をしていただきた

いと思いますが、この閉校になった多良木高校の跡地に、これは町長と教育長に確認をして

おきたいと思いますが、教育委員会でもこの多良木高校跡地に中学校を新設するんだという

ようなことで決定をされていると思います。 

この支援学校と中学校が併設されるということになりますけれども、この考え、執行部の

考え、教育委員会の考え。今後、変わることはないのかその確認を町長、教育長お願いした

いと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 今のお尋ねですが、就任した年の 9 月に多良木高校跡地に中学校の

移転ということで、そういうふうに考えてますという発表をさせていただきました。表明を

させていただきました。そして、広報たらぎにも、考え方については、述べさせていただき

ました。そして、熊本県は県の教育委員会の機関決定ということは県の決定ということです

が、決定ということで、多良木中学校を移転することに対して、承認をしていただいたと思

っております。 

今まで、議会で、就任した 9 月以降、いろんな方々のご質問にお答えしてきまして、やは

り多良木高校の跡地に中学校を移転させていただくというのが 1 番いい方法だというふうに

考えておりますので、これは後の議員の方々の質問にも色々出るかもしれませんが、支援学

校跡、あと中学校跡をどう活用していくのかということもあると思います。 

これは今後の論議に委ねるとしてですねこれは決定として変わることはありませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤 壽君） はい、お答えをいたします。 

多良木中学校の移転問題につきましては、昨年の 2 月定例教育委員会議を開きまして、そ

こで多良木高校跡地に移転するのが最適であろうという機関決定をですね、いたしておりま

す。 

したがいまして、私はこの教育委員会の決定は非常に重いものであると考えております。

それで変わることはございません。 

それから、現状をちょっと申し上げますと、先日の議員懇談会の中でも申し上げましたけ

れども、非常に今の多良木中学校の校舎及び体育館は老朽化しておりまして、壁の剥落、あ

るいは天井がほげている、雨漏りがする。そういった非常に劣化がひどくて、危険校舎とい

えば危険校舎であります。そういう学習環境は 1 日も早く脱却をさせてあげたい。して早く

多良木高校の跡地に新築移転をして快適な学習環境を整えてやることが我々教育委員会の大

きな責務であると思っております。 

昨日の新聞でしたか、熊日新聞に熊本市のですね、公共施設の問題が出ておりました。国

際交流会館というのが熊本城の下の方にございますけども、そこの内壁か外壁かどちらでし

たかね、落ちてきまして、職員の方が負傷したと。その他の公共施設の中でもそういう事故

が起こってるということで、熊本市は急遽、危険箇所の点検を行うというのが熊日新聞に載

っておりましたですね。 

こういうような状況を見てみますとやはり多良木中学校もよそごとではないと、そういう

実感を持ったわけであります。したがって、1 日もですね、早く新築移転をしていただいて、

子どもたちに快適な学習をさせてあげたいと思っているとこであります。以上です。 



16 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） はい。今、町長、教育長、執行部の考え、教育委員会の考え、変わること

はないというなことでございます。 

変わることがないということでございますけれども、今回の住民説明会にその内容等につ

いて十分こう納得のいくような説明会にしていただいて、県の方との基本構想についての協

議を早く進めていただいて、教育長が言われましたように、早く子どもたちが安心したとこ

ろで学習をされるというなことを私からも望んでおるところでございます。 

中学校の問題については、今後またいろいろ住民説明会等もあろうと思いますので、その

結果等についてまた議会等にも報告がされると思いますので、この件についてはこれで終わ

りたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） ここで休憩とってよろしいでしょうか。 

○５番（村山昇君） はい、どうぞ。 

○議長（髙橋裕子さん） ここで暫時休憩といたします。 

（午前 11時 5分休憩） 

（午前 11時 12分開議） 

○議長（髙橋裕子さん） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

5番。 

○５番（村山昇君） 質問事項の 3 番目、町有財産等の管理についてということで質問をさして

いただきたいと思いますが、これは町有地をいろいろな箇所、財産として購入をされており

ますけれども、やっぱり利用計画等について今回、お尋ねをしていきたいと思っております。 

これあの役場の前の土地なんですけれども、恵比寿神社の後、マイクロバスの車庫棟の横、

これは藤川医院さんから購入をされた跡地です。 

これは、私が議員になってから間もない時だったろうと思いますけれども、私の知る限り

では 25 年の 7 月 5 日に契約をされて、所有権の移転が 26 年の 2 月の 27 日になされておる土

地ですけれども、この契約日と所有権移転日、これで間違いありませんか。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） 今議員が申されたように調べましたところ、契約日が平成 25 年 7 月

5日、所有権移転が平成 26年 2月 27日というふうになっているところでございます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） これも 25年に契約をされた。25年の 6月の定例会議で予算が上げられたわ

けですけれども、この土地の購入費について、総務課長よりの説明が 761 万 6,000 円ですよ

ね。 

これ坪 3万 5,000円というなことでお願いをしたということでございますけれども、717.99

平米というような説明がなされておりますが、これも間違いありませんかね。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） ちょっと担当の方に調べてもらったところがですね、717.04 平米と

いうふうに聞いておりますので、ちょっとそこ 0.何平米違うとこはまた再度確認させてもら

いたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） これ 6 月の 25 年 6 月 11 日に説明がなされて 18 日に審議採決をしたわけで

すけれども、この予算の質疑のときに私が質疑をしておるわけですけれども、この目的は何

で買うのか。将来何に使うための購入してというなことを質疑をしたときに、総務課長は、

今議員が申されます将来的な構想というのはまだ計画等ははっきり決まっておりません。た

だこの土地の所有者の方から、多良木町の近くに付随する土地ということで、ぜひ多良木町

の方に購入をしていただきたいということの申し出がございまして、先ほど言われました通
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常では単価的に非常に安いといいますか、坪 3万 5,000円というふうなことでされるというこ

とでありました。 

それと、将来的なこと、ここですが、これは計画ではございませんが今、えびす祭りの方

も恵比寿神社のすぐというようなことでありまして、町の方は駐車場あたりも少ないという

ふうなことでありまして将来的にはそういういろいろこれから考えると。利用価値が非常に

高い土地じゃないかというふうなことで、今回この公有財産費を上げさせていただいたとこ

ろでございますというなことで質疑に対しての答弁がなされました。 

非常に利用価値が高い土地ならば、何らかのことで早く利用しなくてはならないんじゃな

いかなと私はもう常々思っとったわけですけれども、まだそのままなんですよ。 

何か計画、この実施計画にもまだ何も上がっておらないし、いつどうされるのかがまだな

っていない。やっぱり何か目的をもって買うならば、ただ隣接者から買ってくれというなこ

とで買ったということでは、おかしいんじゃないかな。 

早く駐車場なら駐車場スペースで造成をすれば、利用価値っちゅうとは出てくるんじゃな

いかなというふうに思うわけですけれども、その辺について町長どう考えておられるのか。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 議員おっしゃるようにこれ 6年間使われてない土地ですよね。 

財産取得する場合には理由がなければ財産取得というのは基本的にできませんので、事務

方の方からこの後説明をしますが、なるべく早く用途については、議会にご相談しながら、

早急に使うような形で進めていきたいというふうに思ってます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） 私そういう、その当時のことで、また、何か将来的に何もないという計画

のないようなことを言われましたけどもやっぱり財産を買うときには何か目的をもって買わ

なくては、私たち町民に対して、何であそこ買ったんですかと言われたときに、あそこは役

場も駐車場スペース等があるし、車庫の前でもあるし、また、そういう恵比寿神社の祭りの

ときにも広場的にも使われるしとか、あるいは、この行政区にはコミュニティーセンターと

いいますか、公民分館とかそういうのがないから、それをあわせ持ったところで、あそこ付

近につくればいいんじゃないかなというようなことで、そういうことで買ったんではないで

すかねというなことで、私は私なりに説明をしたわけですけれども、まだそのままになって

おるということでしたので今回お尋ねをしたわけでございます。 

これ早急にやっぱり利用するような形をされるのか、そのところをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答えいたします。 

26年度ごろですね、まだ、特に使い方が決まってなかったということですけども、もう 5、

6 年経つということでございますので、こちらの土地につきましては、現在総務課、これは担

当者レベルですけども、先ほど議員、駐車場とかコミュニティーの場とか、祭り、えびす祭

り時に駐車場での活用というようないろいろなアイデアを申されましたけども、総務課の事

務方レベル、あくまで事務方レベルでございますが、防災用の備蓄倉庫及び防災関係の公用

車の車庫として整備できないかということで検討はしているとこでございます。 

災害時に必要となる道路通行停用の三角コーンや投光器、防水ブルーシートなどの防災水

防資機材の備蓄また昨年度策定いたしました業務継続計画の方にも盛り込んでおりましたが、

災害時の町民の方は当然なんですが、職員用の飲料水、食料等の備蓄、さらに消防指令車等

の防災に関する車両等の車庫を併設した施設について、有利な補助金等を探しながら整備で

きないかという考えが思いがあるところでございます。 

ただ、これは町長等に十分説明をしながら、また議会等のコンセンサスといいますか、合
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意を得ながら正式に実施計画等に登載した上で、計画的に、早期に実施すべきものと考えて

おります。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） そういう考えを持っておったならば早くそういう考えで進めてもらいたい

と思います。 

この実施計画にもそういう防災的なことでも何も載っていないですから、もうこれは令和 4

年度までぐらいは来年度の見直しんときしきゃ載らんわけでしょ。私はもう早急にやっぱり

造成なりは早くして、何かの利用するような形を早くとっていかないと、それこそ目的外で

購入した財産についてはいろいろとこう住民の方から言われますので、その辺については十

分早めな検討をして進めていただきたいというふうに思っております。 

それからあと 1 箇所、町有地の利用計画ということで、今回、熊本銀行の跡地を買収され

たと思いますが、あそこは駐車場に白濱旅館の駐車場ということで利用されておりますが、

あれは総務課の管財の方が管理されておると思いますけれども、看板の問題については協議

がなされたのかちょっとその辺をお聞きしたい。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答えいたします。 

熊本銀行跡地の看板についてということですけども、私レベルではちょっと協議が全然な

かったとこでございますが、担当者レベルではですね、そういった話があったというふうに

聞いております。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 今、看板のこと言われました。看板あの駐車場、まだ舗装していな

いんですけど、そこに観光協会の看板が建っております。私もあれは見ました。 

あれはどういうふうになってるんだろうかと思っておりましたら、企画課長の方から、観

光協会の方が看板建てたと、ついてはどこが許可したのかちょっと聞いてみるからというこ

とだったもんですから、教育委員会に確か相談があったというふうに聞いてます。観光協会

からですね、建てていいだろうかと教育委員会の方からいいでしょうという許可が出たので

あそこに建てたということらしいです。 

で、その後、議員の方の質問に入ってくるのかもしれませんけど、その後、あそこに止め

ようとした方が看板を見て、ここは観光協会の駐車場なので、そこには停められないんだな

というふうな認識を持たれて別の駐車場に移動されて別の駐車に停めて白濱旅館に入られた

ということを聞きました。 

その話を私、何日か前に伺ったときに、あそこは観光協会だけの駐車場ではありませんの

で、確かに観光協会ずっとイベントをやっておられて、今、あさぎり町の鍛冶屋さんのいろ

んな鉄を組み合わせたそういういろんな造作物のイベントをされてまして、観光協会よく頑

張っておられると思います。ただ、今回そういう形で観光協会の駐車場と書いてありました

が、しかし、観光協会だけのものでありませんので今度町の方であそこを早急に舗装したい

と思ってます。 

ていうのはなぜ今まで舗装しなかったかと言いますと、前から議会の方にもご相談してま

したとおり、白濱旅館のお隣の土地をですね、何とか町の方に譲っていただけないだろうか

ということでご相談をしてましたので、そのときに交換をしていただけるならば、今熊本銀

行の跡のあそこを交換していただいて、その残金を支払うとかいろんな方法があると思うん

ですが今、ご相談してるのはそこの土地を譲っていただきたいもしくは貸していただけない

だろうかというご相談をしてます。 

そのやりとりの中で、先日、総務課長の方で職員と 2 人、相手方に伺いまして、ご相談を

したところ、交換は自分たちは考えてないということでしたので、それがはっきりわかりま
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したので、あそこは近日中に舗装したいと思ってます。 

そして、看板の方はせっかく観光協会、看板建てられておりますので、ここは町の駐車場

ですという看板を建てたいと、町の方でですね、思っておりますので、どなたでも白濱旅館

の駐車場ということで、そういう認識で使っていただくようにしたいと思います。 

そしてこれは広報たらぎあたりにもですね、こういう形で駐車場ができましたので、ぜひ

ご利用くださいという広報はしたいと思ってます。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） はい、今、町長が質問と答弁を一緒に言われましたので、私がそういうの

を聞きたかったわけですけれども、そういう答弁も言ってもらいたかったですけども、やっ

ぱり舗装は、私は早くしてもらいたいと思ってたわけですよ。 

したとこっが砂利のままで利用するということで、私はもう前の総務課長のとっから早く

舗装してくださいよということで頼んどったわけですけれどもなかなかできないと。そのう

ちに看板が建ったということで見たところ 2 箇所建っとるわけですよ。2 箇所ともその白濱旅

館の字は入っとるわけですけれども、やっぱ町民の方は勘違いさるっとですよね。あそこは

もう観光協会の施設だから、あそこの駐車場と。 

ばってん、裏の方については、町民の方誰でも使われるような体制もあるし、いろいろ利

用はあると、ほでまあ施設の管理を委託はされておると思いますけれども、駐車場の管理ま

ではまだされてないだろうと私思ったわけですよね。 

町の方の財産として管理するならば、やっぱり看板の建て方の内容等についても、下のほ

うに書いてある分についてはいろいろと事故があった場合にも責任を負いませんとかいろい

ろあるわけですけれども、やっぱり、町民皆さん方の自由に利用されるような、白濱旅館で

利用される方の駐車場ですよっていうなことでの明記をやっぱされた方が下のほうに書いて

はありますけれども、なかなかぱっと見たときには、観光協会の駐車場だけというな勘違い

をされるわけですよね。 

やっぱりそれが町民の方から言われたもんですから、このことについてもちょっと町有地

の利用ということでお尋ねをしたわけでございます。 

それから 2 番目の町民広場集会場の改築というなことで書いております。どういう考えで

おるか、また使用についてということでございますけれども、これについては 27 年度でした

かね、解体をするというようなことで予算が組まれた施設なんですけれども、この保存につ

いて要望書が出てきたわけですよね、多良木高校の同窓会。 

それを議会の方に出てきたということで、総務産業常任委員会の方で検討をしていただい

て、保存をするというようなことで採択をしてあります。 

その後、当時の教育振興課長がやっぱり 5 間道の関係に活用をされると。あるいは多良木

小学校等のいろいろな近くにあるとか、そういうことで利用をしていきたいというようなこ

とで、図書館とか、いろいろな問題もそのときに計画が出てきましたけれども、そのままに

なっておったわけです。なっております。 

ただ、今、少年剣道の方の練習場に使っていただいております。これまあ解体をするとい

うたときに、少年剣道会からは、練習するところがないんですよねというような声が聞かれ

たわけですよね。これを採択して残すということになって非常にこう喜んで、今も実際使っ

ていただいておりますけれども、非常に剣道の練習場としては喜んでいただいております。 

これを保存するというなことで残したわけですけれども、教育委員会の方では、今後この

集会所についての何か計画があるのか。実施計画等を見ても載っておりませんので、これも

やっぱりこう残すならば、そういうふうなことでの目的があって残すだろうと思いますし、

要望者、同窓会の方でもいろいろなことから協力をしていくというようなことも言われてお

りますけれども、何せ計画を立てなくては、協力体制もでけていかないんじゃないかなとい
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うふうに思いますけれども、そのことについて教育委員会としてはどのような考え持ってお

られるかお尋ねしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 答弁をさせていただきます。 

いろいろ今までの経緯につきましてですね、5 番議員の方からお話をいただいたところでご

ざいます。 

以前に当時の課長がですね、いろんな計画をしたんで全てとんざしているというか、もう

今リセットされた状態で、結果的には今おっしゃられたとおり、使っていただいている団体

がいらっしゃるということで、そちらを尊重して現在では教育委員会では特別にこれをどう

するこうするというのは考えておりません。 

使えるような形の現状のままでですね、管理していきながら使っていただきたいというふ

うに考えてます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） ならば、何もないなら、剣道の練習場としてずっと使っていいというわけ

ですか。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） はい、基本的には今の現状のままで少年剣道円明館が使ってい

らっしゃるんですけど、特別に町の特別な計画が出ることがない限りは使っていただいて喜

んでいただけるなというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 5番。 

○５番（村山昇君） それはもう剣道の方は喜ぶばかりで非常にこう、今のところ修繕もあんま

り必要ないというなことで、いろいろ使い方についても工夫をして使っていただいておりま

すので、それは喜ばれると思いますけれども、この残すときの意味、また採択するときのこ

れは採択の当時の委員長は吉瀬町長なんですよ。 

吉瀬町長の委員長時代にこれを採択として残してあるわけで、ですからそのときの採択の

理由としても、いろいろ遺産として保存をするというなことが必要というなことが全議員で

決まったということで報告をされておりますので、やっぱり何らかの形で練習場で使われれ

ば使うでいいわけですけれども、白濱旅館との関連等も、5 間道路の問題とか、いろいろその

連携をとった遺産として残すんだというようなことで残してあるわけですので、そのところ

の整備等についても今後、検討されるべきではないかなというふうに思っております。 

それとこれに合わせて、なぜ今、多良木小学校の体育館を使えば少年剣道いいんじゃない

かなというふうな思われるかもしれませんけれども、これが解体されるときにちょっと、ま

た修繕をするときに、多良木小学校の体育館を使われたそうですけれども、多良木小学校の

体育館の床も非常に今、器具の装着をする箇所等が危ないということで、剣道あたりは特に

そういう器具を入れる箇所について腐っているかしれませんけれども、そういうところを整

備をしながら練習しなくちゃならないし、やっぱり子どもたちのけがが非常にこう危ぶまれ

るというようなことを言われました。 

だから今の集会場を使わせていただくならばもうそれが 1 番いいわけですので、そういう

ことで剣道としてはいいわけですけれども、やっぱり残した目的があって、解体をわざわざ

やめて多良木高校の遺産として残したならば、そういうところでの利用もやっぱり考えてい

くべきではないかなというふうに私は思っておりましたので、お尋ねをしたわけでございま

す。 

これで私の持ち時間は終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（髙橋裕子さん） これで 5番村山昇さんの一般質問を終わります。 

ここで昼食のため暫時休憩いたします。午後は一時から始めます。 
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（午前 11時 40分休憩） 

（午後 1時 00分開議） 

○議長（髙橋裕子さん） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

次に、11番猪原清さんの一般質問を許可します。 

11番猪原清さん。 

 

猪原 清君の一般質問 

 

○１１番（猪原清君） 一般質問をいたします。初めてのことで、ちょっと駅伝大会のスタート

より緊張してますので、わかりやすいご答弁よろしくお願いします。 

それでは、質問事項の第 1番、多良木高校跡地の活用方策について。 

まず（1）質問用紙でも具体的には書いておりますが、多良木高校跡地問題ですね、これは

午前中の村山議員の質問と一部重複する部分もあるかと思うんですが、お願いいたします。 

多良木高校跡地等に全天候型 400 メートルトラックを整備し、中球磨地域の防災拠点、い

わゆる防災運動公園等にするための調査検討を行う考えはないかということで、球磨郡陸協

とか、各方面からもそういう要望が上がっているかと思うんですが、多良木高校跡地にまず

そのような計画をされるおつもりはないか町長にお伺いします。 

○議長（髙橋裕子さん） これより町長、教育長、関係課長の答弁を許可します。 

前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） はい、お答え申し上げます。 

スポーツの振興、また、熊本地震を初めとしまして、いつどこで大災害が起きてもおかし

くない現状におきまして、日ごろから常に、防災意識の向上に努めていくことは大変重要な

ことだと認識しているところでございます。 

ただ現在、多良木高校跡地は県の施設でありまして、県ではそこに球磨支援学校の全学部

を移転され、町では多良木中学校を新築移転するということで進めているところでございま

す。 

その内容を軸に、今後基本構想を立てていくことにしているところでございます。ですの

で、この段階におきましては、多良木高校跡地に熊本県のほうでも、多良木町の方でも、全

天候型 400 メートルトラックの整備と、防災運動公園等の調査につきましては、今のところ

計画をしていないところでございます。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） ただいま議員がおっしゃいました全天候型の 400 メートルトラック

の整備という話はかつて高校再編の論議が行われておりました最中だったと思うんですけど、

前町長時代に当時の郡選出の県議の方、確か陸上競技協会の会長さんをされていたと思うん

ですが、この方からこの方とそれから陸上競技協会の役員の方が多良木町に見えられまして、

多良木町長に 400メートル全天候型の 400メートルトラックをもった陸上競技場の建設につい

てはどう思いますかっていうふうに問いかけがあったと思います。確かあの当時の新聞に掲

載されておりましたので、私もそれは読んでおりました。 

その折に、前町長が何ていうふうにお答えになったのかわかりませんが、その後、ってい

いますか、この県議のご提案と存続運動の時期がどのくらいか重なるのかちょっと今記憶が

定かではないんですけども、確か多良木高校の存続運動を町を挙げてやっていっておられま

した。組織的に継続的に続けておられましたので、この県議のご提案についてはその後、特

に私たちも議員ではあったんですが、具体的な検討はなされてなかったのじゃないかなとい

うふうに思ってます。 

この全天候型の陸上競技場と防災公園の設置と設備という設備整備というご提案は、昨年
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のですね、県議会で、郡選出の県議の方が、9 月 26 日の一般質問の中で、当時の教育長に対

して同様の趣旨のご質問をされております。 

で、その折にですね、その日のことが 9 月 28 日のちょうど持っておりましたので、新聞に

掲載されておりました。ちょっと新聞でどういう問いかけがあってどういう答えが出たのか

っていうことちょっと昨日見てみましたら、まずあの県議のご質問ですが、多良木高校跡地

を有効活用するために小・中学校一緒に移転させることが有効ではないかという問いかけを

されてます。 

これは保護者会の方もそういう希望でしたのでそれは、これはこのままで県の方でそれを

受け入れて、全校多良木高校跡に持っていくということになりました。 

もう一つの質問がですね、球磨支援学校は敷地内に新たに校舎を建てるスペースはすいま

せん。これは答えですね、当時の教育長の今の県議の問いに対する答えですが、球磨支援学

校は敷地内に新たに校舎を建てるスペースはなく、既存施設を有効に活用でき、距離的に近

い多良木高校への移転は現実的な選択肢として考えられますと、球磨支援学校の保護者の方

もそういうふうに望んでおられますというふうな答弁があっております。 

2 番目の県議の質問なんですが、多良木高校グランドを全天候型の陸上競技場として再整備

し、災害活動施設、避難施設を併せ持つ広域防災活動拠点として整備する考え方ありません

かという問いかけです。 

これに対しまして、教育長の答えですね、教育長の答えは多良木高校跡地についてはまず

は球磨支援学校の移転検討を進めたいと考えています。これまでの検討踏まえ球磨支援学校、

多良木中学校の移転検討について引き続き多良木町や地元のご意見を伺いながら丁寧に協議

を進めていきたいというふうに答えが教育長の答えがあっております。 

熊本県の機関決定は、2 月 24 日の外部委員会の決定を受けて、3 月 26 日に出ました。その

外部委員会の名称は県立特別支援学校整備計画改定に係る検討会というんですが、この会の

決定とそれに続く 2月の 5日の県の教育委員会の決定を受けてパブリックコメントを実施をし

て、そして 3 月 26 日に県教委の成案としてそれが決まりましたので、高校の跡地には支援学

校の小中高校の移転、それから多良木中学校の新設について多良木町と協議を続けていくと

いう方向が成案として県の機関決定が出されておりますので、県教委の機関決定を受けたこ

の段階で、町として調査検討を行うことについては考えてはおりません。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 敷地的に支援学校と中学校を移転した場合には難しいというのは私も理

解はできるんですが、やはり防災という観点から見たときに、今の高校の設備ですよねプー

ルとか体育館とか、ああいうの活用して、午前中の総務課長の答弁にも一部ありましたけど

そういう防災用品の備蓄とかですねそういう倉庫類なものが 1 番、多良木高校の今の設備で

あれば可能なのかなと思ったものですから聞きました。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、今、上球磨消防組合の方で県の方にお願いをして、防災ヘリ

をグランドに発着をさせていただければと何かあったときですね。というふうなことを県の

方に問い合わせましたところ、支援学校の方に管理をお願いしてあるので、いつでもそうい

う事態が起きたときには使っていただくように、結構ですということがあってます。そして

もし必要であったら、門のかぎですね、を消防署にお預けしてもいいですよっていうふうな

回答もあったそうです。消防署の方もそこまでは言わずに今、あそこを使わせていただくと

いうことに対して、非常に県には感謝してるというなことは言っておられました。 

ですから、議員おっしゃったように、あそこを防災機能を持つ施設として整備するという

ことではなくて、もし何かがあった場合にはあそこに避難用のテント張ったりですね、それ

からそういう避難に必要な品物を持ち込んだりということは、県の方と相談をすればできる
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んじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） それではですね（2）番に移りたいと思うんですけど、似たような問題で、

多良木町に全天候型の 400 メートルトラックを整備し、その周辺一帯を防災運動公園とした

ときに、上中球磨地域の防災拠点ですね、が創生され、スポーツの合宿や試合の誘致等によ

り多良木のみならず、あさぎりから湯前、水上までの地域全体が活性化すると考えるんです

が。 

ていうのも今水上村にはクロスカントリーコースができてます。で湯前町にはクロスカン

トリーコースで合宿するための宿泊施設があり、私が知っている限りでも実業団とか高校の

団体が湯前町の宿泊施設に合宿して、クロスカントリーのコースを練習場として使ってると

いう実際のことがありますので、そこにやはり多良木町が 400 メートルトラックという球磨

郡、人吉でまだないですね、施設をつくることによって、あさぎり町まで含めたところで活

性化ができるんではないかと考えますが、執行部のお考えをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答えをいたします。 

全天候型 400 メートルトラック、また防災運動公園等を整備することで、町民の方の利用

のみならず、町外からの利用なども当然あるのではないか。また、そのことで、活性化にも

つながるのではないかということはもちろんそういう面が十分にあるものと考えております。 

また、水上のクロスカントリーとか、湯前等でもですね、そういった試みがなされている

っていうことも認識しております。 

ただ現在、多良木高校跡地利用に関しましては、具体的には先ほど述べましたように、そ

のような計画が熊本県の方にも、本町の方にもないところでございます。 

またそういった大型施設につきましては、県営あるいは町営含めまして、基本的な構想、

それとか基本計画、実施計画、また財源等ですね、との裏づけ等も必要になってくるんでは

ないかと考えているとこでございます。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 昨日、支援学校関係の錦町から水上までの支援学校等の運動会が体

育館であったんですけど、そのあとに物産館のほうに行きましたらですね、ほとんど品物が

全部売り切れてたということで、イベントをやると、やはりそういう何ですかね、多良木町

にお金が落ちるということはですね、間違いないことだと思います。 

そういう意味でも、水上のスカイレビレッジあたりは、相当な経済効果もあってるのかな

というふうに思ってます。高校、実業団たくさん合宿にこられてるようですので、多良木の

弱点が宿泊施設ということで、泊まるところはですね、ブルートレイン、多良木ビジネスホ

テルが 1月でやめられたのか、あ 3月か 1月、はっきり覚えてませんがどちらかでやめられて

しまったもんですから、泊まるところがないというのが、多良木町の弱点と言えば弱点なん

ですけども、この、質問は高校の跡地活用ということでの質問になってますけれども、それ

にとどまらず、広い意味で高校跡地だけではなくて、町全体をふかんしたときに、どういう

ふうになるのかなというふうに考えた時にですね、県南には確かにおっしゃったとおり八代

に県営のグラウンドがあります 400 メートルトラックをもったグランドですね。それ以外に

県南で 400メートルトラックをもったグランドというのはありません。 

それを考えれば、人吉球磨に一つぐらいは 400 メートルトラックがあるグラウンドがあれ

ばいいんじゃないかなというふうにそれはもうみんな思っているところです。多良木町の陸

上競技チームの方々ですね、郡体でもかなり連覇をしておられましてですね、そしてまた、

郡の中心というか格をなしておられる多良木のチームが熊本県で 26 連覇だったですかね、さ

れているということから、やはり 400 メートルトラックをもし県南に造るとしたら、八代以
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外だったら多良木にこそふさわしいんじゃないかなというふうな気持ちは私も持っておりま

す。 

そういうことよく 400 メートルトラックのことを住民の方々と話すことがあるんですが、

確かにそれはいいよねっていう方と、それから一方では今、少子高齢化が急激に進んでおり

まして、人口が減り続けてると。そういう中で 400 メートルトラックをもつ陸上競技場を造

るために、膨大な財政支出をするということがどうかなというふうに疑問を呈する方もいら

っしゃいます。 

これは論議をして進めていけばいいと思うんですが、陸上競技場を造るためにはかなり大

きな予算が必要だと思いますので、上球磨の活性化にはつながると思いますね、陸上が盛ん

な地域でありますし、スカイビレッジもありますし、宿泊は先ほど言われた湯前の宿泊湯楽

里がありますし、それを整備することによって、合宿を考えたときには多良木町はブルート

レインはありますけれども、簡易宿泊所ということですので、子どもたちはいいと思うんで

すけどですね、大人がなかなか宿泊っていうのでは難しいかなというふうに考えたときには、

一般の方々は農泊、グリーンツーリズムで作ってある農泊ですね、ああいう所に宿泊される

のもいいかなというふうに思うんですが、今後作るのかどうか、ほかにも出ております提案

と、優先順位あたりをですね、議会の方々とお話しして、場所についてはどこにするのか、

財政の状況と相談しながらまずは議員の皆さん方、そして住民の皆さん方と論議を詰めてい

ければなというふうに思ってます。 

先ほど 400 メートルトラックをもった陸上競技場はかなり経費がかかるということだった

もんですから、これはちょっと総務課の方で聞いてもらいましたので、どのくらいかかるか。

かなり大きな金額がかかります。総務課長の方からそこ説明をしますので。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答え申し上げます。 

400 メートルトラック関係でですね、いろいろ全国的にあるかと思いますけども、まずはお

尋ねしやすい熊本県の方に一応お伺いしてみました。 

熊本県の方で県営陸上競技場等を造っておられるということで、一つは熊本県県民総合運

動公園陸上競技場えがお健康スタジアムというところですけども、平成 10 年に供用開始され

たということですが、まず一つびっくりしたのがですね、400 メートルトラックだけでなくっ

て、それに付随する周りのいろんな施設が大規模だていうのにちょっと驚きました。 

建設費が 122億円ということでございました。で、補助競技場の建設費はまた別に 7億円か

かってるということでございました。敷地面積が 21 万 4,559 平米ということで、トラックに

つきましては、第 1 種公認トラックということで、全天候ウレタン舗装ということで、400 メ

ートルの 9コースということでございます。フィールドにつきましては、天然芝で 107メート

ル掛ける 70 メートルということでございました。収容人員が約 3 万人を予定しているという

ことでございます。附属施設として大型映像装置、室内走路、インドアフィールド、会議室、

ミーティングルーム、トレーニングルーム、補助競技場と等々ですね、あるということでご

ざいました。 

建設以外の維持管理費ですけど、改修費、修繕とかですねそういったものを除いた場合に、

指定管理の方にお願いしているということで、くまもと県民総合運動公園全体に係る指定管

理をっていうことを委託してるということで、年間の維持管理費が 4億 3,100万円ということ

でございました。ちょっと今のはちょっと規模が大き過ぎるので、もう一つ八代県営運動公

園陸上競技場っていうのをお聞きしております。 

こちらは平成 8 年 10 月に供用開始ということで、建設費については、400 メートルトラッ

クと、やはりそれに関する経費合わせまして 8 億円ということでございました。敷地面積が 2

万 2,370 平米ということでございます。こちらは三種公認トラックということで、トラック
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に関しましては先ほどと一緒で全天候型ウレタン舗装 400メートル掛ける 8コースということ

でございました。あと、収容人員に関しましては、こちらは先ほどの 10 分の 1 ぐらいで約

3,200人を予定してるっていうことでございました。 

あとその他附属施設としまして、本部室、放送室、更衣室、シャワー室などが周りに建設

されているということでございました。ほかにも運動公園としてたくさん建設されています

けど、トラックに係る分だけを聞いております。トラックとその周りの施設だけを聞いてお

ります。年間の維持管理費がこちらの方は、7,200 万円ということで、こちらも指定管理のほ

うで委託をしてあるというふうにお聞きをしております。以上です。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 費用はわかるんですけど、総務課長言われたようにですね、えがお健康

スタジアムのような大規模な設備は私は全然考えてなくてですね、多良木の町にあったよう

な設備施設でいいと思うんですが、これは例えばえがお健康スタジアムとかシアーズホーム

市民会館とかのようにネーミングライツとかですね、そっちの企業様にお願いしてというこ

とで、私は地元のある企業に聞いたんですけど、そういう建設されるということで、今度公

募があれば応じる可能性は十分にありますということで、防災公園とした場合にそれがネー

ミングライツしたときにどうかなと思うんですけど、やはりよそでも白波スタジアムとかで

すねそういう企業の名前を冠した競技場は、幾つでもできてますので、そちらの担当の広報

部長に聞いたら、今、いろんな形でそういう問い合わせが我が社にも来てますということで、

多良木でそういうことされるんであればもちろん検討する余地は十分にありますということ

を聞きましたので、そちらの方もですね検討されたらいいかと思うんですけど、規模として

は私としても、八代県営とかあと益城の 400 トラックとかですね宮崎にありますソフトバン

クの練習場に併設してある 400 トラックとかですね、それぐらいの規模の競技場でいいんで

はないかと思うんですよね。 

その企業の部長さんによるとヤフオクドームのバックスタンドに名前が書いてありますけ

ど、それがやはり年間に 1 億より下じゃないということでしたので、八代県営ぐらいの費用

ぐらいはどうなのかなとは私なりに考えているところです。 

またこれからの質問にも関連していくんでしょうけど、やはり何でこんなにこだわるかっ

て言うとさっき初めの方でも言ったんですが、水上がそういうコースをつくったとか、多良

木高校が廃校になったと。後手に回ってはいけないかなと思うんですよね。こういうチャン

スがあるのに、郡の陸協とか、そういう話も県議さんですかね、そういう話もあるのに、み

すみすそういうチャンスは逃さないほうがいいかなとは思ってます。 

それと 400 トラックの建設ということでこれは一つの案ですけど、今の公認グランドに 300

のグランドを 400にするという場合は、陸協関係者に聞いたんですが、更地に 400メートルを

一からつくると、ゼロからつくるという費用に対して、3 分の 1 ぐらいで済むんですよってい

う話は聞きまして具体的な話まで聞いてないですが、そういうとこも含めたところで検討さ

れると、よその施設整備に係る費用とはまた変わってくるのかなとは思います、はい。 

3 番、（3）にいきたいと思います。続けていいですかね。はい。その県立多良木高校跡地

に旧多良木高校ですね跡地に多良木中学校移転させるという計画があります。で、現時点で

の町と熊本県との協議はどこまで具体的に進ちょうしているのか。また、仮にそういうこと

が実行されると実施されている場合は、大体の町としての予算の見通しはどのくらいになる

のか。あと、またそれに関連して多良木中学校が移転した場合に、跡地の活用ですね活用方

策等何か具体的ではなくても案があるのか執行部の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 多良木中学校の移転に関しては、先ほどから何回か前の議員のご質

問等々にお答えしてきましたが、多良木中学校の移転については今の計画では 5 年後の 2023
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年ということで計画をしているところです。これはあくまで計画ということで聞いておいて

下さい。 

23 年の 4 月に支援学校と多良木中学校が同時開校をしたいと。同時開校というのはなぜそ

うなのかと言いますと、片方ができても片方は工事中ということであれば、やはり子どもた

ちに危険が及ぶ場合がありますので、できれば一緒に開校お願いできないかなっていうふう

な、そこをそういう話はしております。 

現在の多良木中学校の跡があいてきますので、これは前の改選前の議会の折も聞かれたん

ですけど、仮に、仮にですね、中学校の跡地で、例えば外国人の方に日本語を教えるそうい

う学校、そういう教育をしたいというご提案があったとしてですね、それが提案した方が

2023 年までに、同じように待っていただけるのかなっていう感じはするんですね。そういう

話は時々あるんですがまだ確実にそこに行きたいということではなくてまだ 5 年先なので、

今実際、中学生が現実としてあそこで学んでおりますので、そういうタイミングといいます

か、例えば今そういう提案あったと、そうしましょうっていうことにはなかなか 5 年後を見

据えて考えていかなくちゃいけないということがありますので、そういう時期を得たタイミ

ングで議会の皆さん方とお話をしていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに考え

ております。 

その時でないとわからないということ、で今実際に何かをあの場所にというふうな考えは

ありませんけれども、中学校が移れば当然、多良木町が将来にわたって希望を持てるような、

そういう伸びていくべき何らかの魅力的な施設にしなければならないというに思っておりま

すので、そこは議員の皆さんと私たち執行部で考えは一緒だと思いますので、これから皆さ

んと論議しながら方向を探っていくと、その中でおのずからその答えが見つかるかなという

ふうに今考えています。 

私たちはもちろん考えますけれども、議員の皆さん方もご提案がありましたらですねぜひ、

こういうところを、多良木中学校の跡に持ってこられんだろうかというふうなご提案をいた

だけば、非常にそこはうれしいですね。 

それで、多良木高校については、多良木高校跡地は県有地ですので、熊本県と多良木町が

話し合って決めていかなければならないそういうプロセスが必要ですけれども、多良木中学

校跡に関しては、議会の皆さんと執行部で話し合ってそれを住民の皆さんにご説明をして、

多良木町の物ですので、そこはあまり複雑な経過はたどらなくてもいいかなというふうに思

ってます。面積的にもかなり広い場所ですし、広域農道とか、それから県道人吉水上線にも

近いですし、牛島 1 号線という町道のすぐそばにありますので、議会の皆さん、住民の皆さ

んからですね、いろいろなご提案をいただきながら、これから考えていく必要があるかなと

いうふうに考えてます。 

何分、移転するのは先ほど言いましたように 5 年後ということですので、現在の状況で確

定したものは何もないんですけれども、外部から、あるいは企業から申し入れがあればです

ね、議会の皆さん、住民の皆さん方とともに考えてみたいと思います。今はまだ白紙の状態

ということでご理解いただけばと思います。 

先だってニュースでありましたが、高速道路御船インターのそばにですね大きな外資系の

企業が来るということで御船町は非常に、今喜んでおられます。200 人の雇用っていうんです

かね、ができるということで、大変それが話題になっておりますけれども、企業立地課あた

りに聞きますと高速道路からかなり遠いところは厳しいですよねっていうことは言われます。

確かにその言葉どおり、高速道路のすぐそばにできるということですね。御船町としては非

常に良かったのかなと思うんですが、そういう努力は私たちもしていかなければならないの

で、多良木中学校跡にですね、そういうものが持ってこれるならばですね、非常にその流通

関係もいいですし、良くなるのかなというふうに考えておりますので、これからまたそれは
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検討課題にのぼってくるものというふうに思っております。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 多良木高校仮に移転するという場合は、町長言われたとおり広大な敷地

になるんですけど、先ほどのグランドと関連して 400 トラックにはまずサブグランドが必要

です。400 トラック造った場合に、野球場が今の野球場がどうなるかっていうことも含めてで

すね、私の考えですね、個人的にはあそこにテニスコート、駐車場、サブグランドを兼ねた

野球場とかですね、十分な余地はあると思います。 

次、（4）に移ります。先ほどから申してる防災運動公園は、ちょっと今の県と町の予定で

はですね、球磨支援学校と多良木中学校が移転するということで、高校の跡地ですね、でき

ないとなった場合に、現在あります多良木町民グランド及び多良木中学校跡地という立地に

そういう防災運動公園が造成可能か伺いたいんですが、というのも多良木高校と今の多良木

町民グランドの場所がですね、ちょっと球磨川から近い町民グランド。多良木高校の方が洪

水とかあった場合ですよ、災害があった場合の立地としては、防災面では有利かなと思った

ものですからそういう防災機能も含めたところで運動公園と機能を共有したりすることが可

能なのかなーあそこの多良木中学校のですね、今の立地で可能なのかなということがちょっ

と疑問だったものですからその辺、執行部の方のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） はい、お答えを申し上げます。 

防災運動公園を多良木中学校跡地、現在はまだ跡地ではございませんけども、仮にそこに

となりますと、多良木町多目的総合グラウンドですね、あそこの位置よりもかなり位置が低

い位置であります。球磨川からも近い位置でもありますので、防災上、かさ上げ等も必要に

なってくるのではないかと考えるところでございます。 

そのような場合には、実際的には専門的な方の調査等が前提になるのではないかと考える

ところでございます。 

またあの多良木町多目的総合グラウンドにつきましては、現在、スポーツ活動のメイン拠

点施設として実際に活用されております。また、そういったことを目的に財源等の裏づけを

もって造られているところでもございます。 

防災運動公園に改良、改良といいますか言葉がちょっと見つかりませんけども、そのよう

にする場合には、少し使い方の目的も変わってまいりますので、現在の使い方とどのように

使い方が変わってくるのかという方針づけも必要になってくるものと思います。 

現在、多目的総合グランドにつきましては上球磨消防組合の方で、防災ヘリの離着場です

ね、の一つとしても登録してあるということでございます。また、大地震等で避難場として

の建物等がほとんど崩壊した場合におきまして、野外テントを利用した避難場として活用す

ることも可能ではないかということで、スポーツ施設でありながら一部既に野外の避難施設

としての機能もあわせて持っているというふうにも考えているところでございます。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 説明わかりました。総務課長言われるようにそういう運動のですね中核

的な中体連とか、郡体の陸上とか開催されてますので、是非このグランドですね、もうちょ

っとこう拡大して、より多くの市民郡民に使っていただけるような方策で考えていただけれ

ばありがたいと思います。 

（5）番にいきますが、こういう多良木高校跡地問題ですね、からずっとずらっときたんで

すけど、こういうことに対する午前中もそういう町民説明会という話があったんですが、と

か公開でされるような討論会ですね、を開いていただきたいと思うんですが、なぜこういう

ことを言うかっていうと多良木高校廃校問題ですね統合問題のときに、私がまだ高校のＰＴ

Ａの役員してたときに、県の方で説明会を開きますということがあって行ったわけですね校
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長とＰＴＡ会長全員あわせて。したら、その場がもう説明会というよりかもう決まっている

ことの報告会みたいな形で、説明会が大分紛糾したような記憶があるんです。 

ですから町長も午前中おっしゃいましたけどそういうあの多良木高校跡地活用問題で、町

民とか住民に説明、ＯＢとかですねされるときにやはりそういう趣旨を最初にですねはっき

り伝えていただいて、でないと、これから説明しますと、意見があったら言ってくださいと

いうことで、じゃあ意見言われた、ただそれを聞いてじゃあ検討し直すかっていうと、それ

ができないんであれば、まず説明会というかそういう会の名称とかですねそれをちゃんと聞

かれる町民レベルの方に説明する必要があるかなと思ったもんですから、開催を検討されて

いるわけですよね。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、多良木高校跡地の活用については、説明会を 7 月にやろうと

思ってました 20 日過ぎに。これはなぜ 7 月かというと、農閑期になると、幾らかですね。た

ばこも一段落つきますし、農家の方々も説明会に出てきやすいのかなという気持ちがありま

した。 

2 年前ですかね、1 回説明会を、説明会、そのことではないんですが、行政座談会をやりま

した。その時も 7 月の 20 日過ぎにやっておりますので、これはそういうことを考えて 7 月と

いうことにしたんですけど、先ほど、議員の前の議員の一般質問にありましたとおり、やは

り熊本県との協議が控えておりますので、できれば 6月にでも 6月の後半にでもさせて頂けば

なというふうに思ってます。 

その説明会については、行政座談会と一緒にやりたいというふうに考えております。そこ

では丁寧な説明をしていきたいと思うんですが、この高校跡地の問題については、2 年前の 9

月に表明をしまして、高校跡地に中学校を持ってきたいんですという表明をしました。その

あと広報たらぎにも載せましたし、それから去年は 1 回だけだったんですが、7 月に説明会を

やってます。 

議会の方々には、一般質問をかなり 2年前の 9月に表明しましたから、そのあとにかなりの

回数、かなりの方々から具体的にどうなんだということは聞かれましたので、それに対して

はお答えしてきたところです。 

そういう気持ちもあって今回予算を出したんですけども、やはり住民の方々に対する説明

がまだ足りないんじゃないかということでしたので、そういうアドバイスいただきましたの

で、住民の方々に説明するために、できれば 6 月中に説明会を行いたいというふうに思って

おります。説明会は、久米と多良木と黒肥地の 3カ所で行いたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） ぜひ納得のいく説明会にしていただきたいと思います。 

多良木高校跡地については午前中も質問があったことから、項目の 2 番目に移りたいと思

うんですが、第 2 番目で町内における学童に対する交通安全対策の施行についてということ

で、これは（1）しかないんですけど、先般てか先月ですね滋賀県の大津市において保育園児

2 名が犠牲になる交通事故が発生しました。このような交通事故は今、毎週のように発生して

いるわけですよね。多良木町においても高齢者ドライバーの増加でですね、同様の事故が発

生する危険性がないとは言えないと思います。 

早期に危険箇所の調査を行っていただき、事故の発生危険のある箇所への安全対策を施し

てほしいと思います。執行部はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 答弁をさせていただきたいと思います。 

平成 22 年度以降ですね、全国で登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生し

たことを受けまして、同年に、通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施いた
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しました。必要な対策内容について関係機関と協議も行いました。 

関係機関の連絡体制を密にして通学路の安全確保に向けた取り組みを行うためにですね、

多良木町では多良木町通学路交通安全プログラムを制定しているところでございます。 

プログラムの中で、通学路安全推進会議を次のメンバーで構成しております。多良木町教

育委員会、役場総務課、環境整備課、多良木警察署、熊本県県南広域本部、球磨地域振興局

土木部及び町内小・中学校の校長、ＰＴＡ代表者で構成しているところでございます。 

継続的にですね、通学路の安全を確保するために、合同点検を継続するとともに、対策実

施後の効果把握も行いまして、対策の改善充実を図っているものでございます。 

これらの取り組みをですね、ＰＤＣＡ、プラン・ドゥー・チェック・アクションとして繰

り返し実施して、通学路の安全性の向上を図っているとこでございます。 

一つ目にですね、定期的な合同点検と対策の検討プランという形でですね、年に 1 回、そ

れぞれの学校で合同点検を行いまして、合同点検から対策が必要な箇所につきまして歩道整

備や防御柵設置などのハード対策及び交通規則や交通安全教育などのソフト対策を検討いた

します。 

次に、対策の実施、ドゥーですが、対策の実施に当たってはですね、対策が円滑に進むよ

うに、関係機関で連携を図っております。 

次に、対策効果の把握、チェックなんですけど、対策実施後の箇所につきまして、実際に

期待した効果が上がっているか学校への聞き取り調査等を行いまして、効果把握を実施して

いるとこでございます。 

最後に、対策の改善充実ということでアクションという形で行動を起こしていきます。合

同点検や効果把握の結果を踏まえたところで、対策内容の改善充実を図っているとこでござ

います。具体的には学校で危険箇所の報告をいただきまして会議で合同調査の日程調整、合

同点検の実施、それに対する改善策の実施という流れになります。 

道路管理者ごとに改善施策をお願いしまして、要件等でどうしてもハード的なケアができ

ない場合につきましては学校から児童生徒に指導をお願いして注意喚起をお願いしていると

ころでございます。 

内容につきましてですね、高齢者のドライバーとかに直接ですね、対応した取り組みでは

ないんですけど、施設的にはこういう形で対応してるとこですよろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 久保環境整備課長。 

○環境整備課長（久保日出信君） 環境整備課におきましては、多良木町通学路交通安全プログ

ラムにおけます合同点検結果によりまして明らかになりました対策必要箇所につきましては、

道路管理者としてですね、国の交付金事業等活用しながら対策を実施をしてまいっておりま

す。 

具体的に申しますと、まず道路の路側体におけますカラー舗装また交差点のカラー舗装の

施工によりまして、児童生徒の歩行空間の確保とあわせまして通行車両におきます注意喚起

を促しております。また狭あいな道路幅員につきましては、局所的な道路改良等によりまし

て歩道の確保を行っております。 

また現場におきましては、道路側溝等がございますけども、側溝蓋等に段差が生じている

箇所もございまして、そこをフラット化にすることによります歩道の安全確保も行いました。

またガードパイプ等のですね、防護柵の設置を行いまして安全面の確保というようなさまざ

まな取り組みを現在も進めておりまして、今後も合同点検の結果を通じまして、危険箇所へ

の対策とまた効果検証を行っていくところでございます。以上です。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） うちの近くにも保育園があるんですけど、すぐ交差点の近くが保育園の

門ということで、結構ああいう事故が起こったにもかかわらず、速度をあげて通る人とかで
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すね、いまだに見受けられるもんですから、ちょっと心配したところです。 

それと高齢者のドライバーの方ですよね。そっちの対策はもうこれは警察とか交通安全の

方だと思うんですけど、町でもタクシー券の補助とか返納者に対するですね、がされてるん

ですけど、やはりちょっとテレビで見たらどっかの国は高齢者、何歳以上になると半径 5 キ

ロ以上は運転できないと何か制限を設けて事故が減ったということもありますので、町レベ

ルではどこまでできるかわからないんですけど、何かそういうやられて、やられるというか

被害に遭う方ではなくてそういう事故を起こしてしまう方のですね何か手当っていうか対策

ができればいいかなと思ってます。 

では、続きまして 3 番。よろしいでしょうか。子育て支援策の拡充について、年々出生率

が低下してる出生率が低下してるのは、これ全国的なことを話してます。多良木町が低下し

ているとは、また別の違うと思うんですけど、国では就学前保育費用の無償化、町では児童

等に対する医療費の無料化、学校給食費の半額助成等を施行されてます。 

今後、さらにですね学校給食費の無料化や子育て支援住宅の整備など子育て支援策のさら

なる拡充を検討される意向はないですか。また、多良木でもですね、最近は共働き夫婦とか

母親と子ども、父親と子どもの家庭がふえる中でですね、例えば保育時に高熱を出されて、

ちょっと保育の方ができなくなったという場合に、多良木公立病院の方で運営されてる病児

病後児保育施設、これが今定員が 5名だったですかね、児童のは 6名ですね。はい。それの児

童の受け入れ人数をもう少し増やしてもらえないかっていう保護者の方からの要望を聞いた

ものですから、それを公立多良木病院の方に要望されるような意向はないか、執行部の方に

お伺いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 今井教育振興課長。 

○教育振興課長（今井一久君） 答弁をさせていただきます。 

まず最初のですね、学校給食の完全無料化についてなんですけど、管内の状況を平成 30 年

度ベースで調べております。 

本町におきましてはですね、まず米飯給食のときの米代はすべて町の方で支給しておりま

す。残りの部分については半額助成をしておりますので、2 分の 1 以上の助成ということにな

っていると思います。近隣の町村であさぎり町が月額 150 円です。人吉市におきましては月

額 1,000円。あとですね、錦町なんですけど、全ての子どもさんじゃなくて第 2子以降につい

て半額助成をされているというところでございます。隣の湯前町さんの方は今のところこの

制度はないようです。水上村とですね山江村につきましては、人口も少ないことかというふ

うに思いますけど、全額助成ということで、それぞれ水上が平成 27年の 10月から、山江村の

方は 27年度から実施されております。 

大体人口規模が同じようなところ、錦町まちょっとあさぎり大きいんですけど、と比較い

たしまして、多良木町としてはかなり頑張って支援をされているんじゃないかというふうに

分析をしているところでございます。 

ちなみに、もし現在のですね、今年の 5月 1日現在の児童生徒数を基にちょっとシミュレー

ションをかけてる部分でございます。小学校で今年見込んでる補助金がですね、940 万程度で

す。中学校で 600 万程度で、1,540 万円程度が半額でございます。これが全額になりますと

3,080 万円程度ということで、約 1,500 万ぐらいの財政出動のプラスになるというふうに思っ

てますよろしくお願いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 久保環境整備課長。 

○環境整備課長（久保日出信君） 住宅整備についてお答え申し上げます。 

これまでにも一般住宅鬼山団地などの子育て支援住宅の整備等を進めてまいっております。

本年度におきまして、多良木町子育て支援定住促進住宅の整備計画の策定を予定をしており

ます。 
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本町におきましても、地域全体に分散配置をされた公営住宅の老朽化が進んでおりまして、

人口減少や少子高齢化の進展に伴いまして、将来の市街地構造を勘案しながら、公営住宅の

再配置を検討すべきというふうに考えているとこでございます。 

そこで子育て世代や町外からの転入希望者等を基本といたしました需要調査、また住宅の

候補地の選定等の配置計画の検討を行いまして、全体事業費の算出を盛り込んだ整備計画の

策定を今回予定をしているとこでございます。 

また、あわせまして昨年度実施いたしました公営住宅に係ます民間資金活用のＰＰＰ、Ｐ

ＦＩ導入推進事業の報告書等を参考にさまざまな公営住宅の整備仕様が可能かどうかという

ことも合わせまして、検討してこれからの子育て支援定住促進住宅の整備等を進めてまいり

たいと考えております。以上です。 

○議長（髙橋裕子さん） 小田子ども対策課長。 

○子ども対策課長（小田章一君） それでは、病児病後児保育施設につきましては、あさぎり町、

湯前町、水上村、多良木町の 4カ町村での合同事業となっております。 

この事業を球磨郡公立多良木病院企業団に委託をし、ほっと館という施設名称で運営をし

ていただいております。利用児童者数を見てみますと、平成 28 年度が 549 名、29 年度が 473

名、30年度が 494名となっております。 

ご質問の定員の増員ということですが、厚生労働省の病児保育実施要綱によりまして職員

の配置が規定されておりまして、利用児童おおむね 10 名に対しまして 1 名の看護師、利用児

童おおむね 3名に対して 1名の保育士が必要となっております。現在の球磨郡公立多良木病院

のほっと館の常勤職員ですが、看護師が 1名、保育士が 2名で受け入れ定員は 6名となってお

ります。 

今後利用定員を増員するためには、受託者側の看護師、保育士の確保が必要となってまい

ります。また、受け入れるスペースの確保も必要となってまいります。委託者側も 4 カ町村

での委託費を含めたところでの合意が必要となってまいります。 

今後は受託者と 4 カ町村での会議の中でこの事業の制度を周知するための方法等を検討し

ながら、利用者増を図ってまいりたいと考えております。その結果として利用者増につなが

りましたら、定員増の協議もさせていただきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 町民目線から言うと、最初の段の方ですけどやはり近隣の町村で安いと

かあればですね、そっちばっかり目に行って、水上はタダでよかなとか湯前の住宅は安かな

とか、そういうこう目線でやはり考えるものですから、多良木もメリットもいいところもい

っぱいあるんですけど、やはりその辺の他町村との不公平感をなくすためにもなんかこう広

報等でですねそういうことを周知していかれれば、あっちがよかけんあっちに住もうかなと、

そういうやはり人口の流出とかですねなくなるかなと思うんですけど、大体理解しました。 

で、もう 4 番に移ります。町民サービスの向上策について、以前私が勤務していたお役所

では、東京消防庁です。役所の全職員に行政サービス向上のために、職員が考えるアイデア

を公募して、それなりの成果を上げることができておりました。 

多良木町でも同様な取り組みをする考えはありませんか。ということは向こうで、向こう

ではっていうかそこのお役所では例えば、そういうあの仕事柄、機器考案とかですね、機器

の考案とか、あとは勤務評定等とかでそういう仕事の向上策とか、住民に対するサービスの

向上策とかを、そのときに職員が 1万 8,000名おりましたけど、全職員に聞いて、かなりその

機器考案でも成果を上げて、そういう住民サービスの方策でも大きな成果を上げていたもの

ですから、こういう職員の規模等は違いますけど、多良木町の役場の方でですね何かそうい

う対策っていうか方策がとられていたらお伺いしたいと思うんですが、よろしくお願いしま

す。 



32 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答えをいたします。 

アイデアを公募していないかということですけども、現在のところ、行政サービスの向上

のために職員が考えますアイデアの公募っていうものは特に行ってはいないところでござい

ます。 

アイデアの公募というものと形式は違いますが、本町には現在課長会というものが設置さ

れておりまして、課長会の設置に関する規定がございます。この中におきまして町のいろん

な施策を審議したり、各課、各機関の総合調整を図ったりすることになっております。 

課長会は原則としまして毎月 2回、第 1第 3火曜日に開催することになっております。課長

会には課長のほかにも町長、副町長、教育長も出席されますので、その中でその都度、アイ

デアや意見を出したり、交換したりすることはできるのではないかと考えております。 

また課長会に附属する機関といたしまして、係長会が設置されております。係長会は毎月 1

回、第 3火曜日に開催することになっております。 

係長会におきましては、課長会に付すべき事案を調整したり、課長会において指示をされ

たことを検討したりすることなどとなっております。 

またその中で自由な意見交換もなされておりますので、そういう中でいろいろなアイデア

も出るものとは考えております。 

さらにこれに加えまして、アイデアの公募ということもですね、必要となれば、今後検討

課題になるものと考えております。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 課長会議、係長会議はわかるんですけど、全国のどっかの町村か名前忘

れたんですが、やはり若い職員からも意見を聞いてですね、やはり若い職員の考えは、また

係長、課長の思いとはまた違う面もありますし、午前中に村山議員から質問がありました町

有財産の活用方法もですね、やはり執行部、上層部だけで考えるんではなくて若い職員はど

う考えるかとか、そういう全庁的な意見の集約というか、そういうことも必要ではないかと

思います。 

多良木町ではそういう会議とか公の場ではなくてですね何かこう若い職員の意見を聞くと

か、勤務評定的に毎年、職員の意見とか、改善方策とか職員がこういうことをやりたいとか

いうヒアリングとか聞くような場は、今、多良木町の役場の方にはありますか、それをお伺

いしたいと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 前田総務課長。 

○総務課長（前田和博君） お答えいたします。 

課長や係長だけでなく、若い人の意見も聞かなくてはということでございました。実際ア

イデアの公募は先ほど今のところしてないというふうに申し上げております。 

先ほど言われました勤務評定とかはありまして、その中で、ちょっとアイデア募集ってい

う感じではないんですけども、自分の今後、1 年間の目標ですねをそれぞれ 3 つとか 4 つとか

立てていただいております。 

この目標っていうのも、余り難し過ぎて達成できないような目標ではなくて、しかし、そ

の簡単に達成できる目標でもなくてですね、ちょっとこうハードルを高くしたところで頑張

ればできるっていう目標ですね、そういったものを幾つかそれぞれ若い職員から課長まで書

いてもらってます。 

その中で、こういうことをやって、ちょっとまた町の活性化とかですねそういったものに

つなげたいというのはありますけども、若干そのアイデア募集とは違いますがそういう制度

はあります。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 
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○町長（吉瀬 浩一郎君） 前ですね、このアイデア募集というのが、前町長だったかその前々

町長だったかよく覚えてないんですけど、アイデア募集ありました。 

皆さんアイデアを出されて、それをまとめられたと思うんですけど、それがフィードバッ

クされた形跡が実はないっていうのが一つありました。 

アイデアを募集して町長とか副町長がこれだったら使えるかなっていうふうなものだと表

面に出てくるんだと思いますけど、その時はそうではなかったのかなという感じをしており

ます。 

昨年ですね、監査の講評のときに、町長は、昼食のときに若い職員を呼んで、どういうふ

うに考えてるのか、町の方向性あたりについて話をしたらいいんじゃないかっていうご提案

をいただきましてですね、それがそのままになっているんですけど、こないだ先だっての課

長会の折にですね、こちらから課の方にお願いするので、若い職員に来ていただいて一緒に

ご飯食べるのではなくて、1時間話を聞こうということは考えております。 

それと、やはり町の仕事というのは、住民の方々に対するサービスを旨としておりますの

で、やはりサービス産業ですよね、もうはっきり言って。ですから、サービス産業だったら

サービス産業のようにきちっと住民の方々が庁舎に来ていただいて気持ちよく帰っていただ

くっていうそういう方法は必要だと思います。 

よく町民の方から言われるのは、職員がパソコンの画面ばっかり見てあいさつをしないっ

ていうことよく言われます。多分ですね、いい方向でとればもう仕事に集中しているのでこ

られた方が見えないっていうのはあるかもしれませんが、それではいけないと思いますので、

実はこないだ課長会のときに私の方から皆さんに提案したんですけど、その課で、毎日、日

替わりで担当者を設けておいて、その方にまずあいさつを返してもらおうと、そういう方を

ずっと代わっていただいて、他の方は集中していただいていいと思うんだけども、ご用は何

ですかというふうに伺ってご用の向きがわかったらそれをその担当者に伝える。いう形でい

ったらどうかなというふうな提案をしました。提案はしたんですがまだそれについて、課長

会で今度たぶん、返ってくると思うんですが。何らかの効果があるのか、またはないのかど

ういうふうにしたらいいのかっていうことを。 

確かにおっしゃるとおり、職員の意見を聞いて特に若い職員の意見を町政に反映させると

いうことは大事だと思いますので、先ほども言いました代表監査の提案もまだ何ていうか、

宿題としてありますので、そこらあたり、課の若い方々とですね話をして、多良木町をどう

いうふうにしたらいいんですかね。もちろん私たちも考えておりますので、そのことを対話

をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 以前ですね、役場の方から聞いたことがあるんですけど、面倒くさかこ

た新かこた考えるなと。これは本当か嘘かわかりませんけど、やはり、縦割り行政で考えた

ときに、若い子が考えて係長に言って、その係長が物わかりが良い人だったとします。とこ

ろが課長に言った時によかろう今さらそぎゃんとせんでっちゃと言ったことも私はなきにし

もあらずだと思うんです。 

ですから、例えば、もう町長から若い職員から直接町長に訴えるというか、話を要望出す

というそういうルートっていうか、そういうことも可能ですか、町長の考えはいかがでしょ

うか。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） 今の話なんですが、今はもう大体各課横断的に仕事をしてます。例

えば総務課がほかの課の仕事を手伝って資料収集をしたり、統計を上げたりするということ

あるんですが、昔の役場の体質というのは縦割り、おっしゃるとおり縦割りで、自分のテリ

トリー以外は何もしない、いうのが昔はですね。そういうのが主でした。 
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そこで例えば、両方の課にまたがってくるもので補助金が出るものですね。本当ははこっ

ちがしなくてはいけないんだけど、こちらがしたとかいうことは、それは職員の資質の問題

であると思うんですね。そういう場面に遭遇したことが何回かあったんですが、本来ならば、

その仕事が国の方からおりてきてるんだけど、しなければ何も起こらないし、そのことで批

判されることはないということがありました。 

しかしそのときは、一緒に仕事をすることでお金が多良木町に落ちるということがわかっ

てましたので、担当の方と相談をして、係長同士だったんですけど、担当課長の理解もあっ

たものですから、一緒に仕事をさせていただいたと。あの頃にしてはちょっと珍しかったか

なという、そういう記憶があります。 

大体、体質的に昔の役場の体質はおっしゃるとおり、余計な仕事をしたらっていうふうな

ありましたけど、しかしそれはですね、住民の方々になる仕事であれば、それは当然、各課

横断的な仕事はしていかなければならないと思いますし、そのことをやらないことによって

町の損失が出てくるということであれば、それは公務員の基本にもとることですので、そう

いうことは今はないというふうに思ってますが、自覚的にそういうものをやらないというん

じゃなくて、前向きにやる方向で検討するという気分の情勢はできているというふうに思い

ます。今はですね。 

ですから今一緒に、環境整備課と農林課が一緒にやる事業というのもありますし、教育委

員会と企画課が一緒にやる事業というのもありますので、そういう部分では、議員がおっし

ゃった昔の体質というのからは大分外れてきてるのかなと。 

一つは 1 番重要なのは、職員の資質だと思いますので、職員のスキルアップと職員の教育

はですね、しっかりしていかなければならないなというふうに思っております。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 

○１１番（猪原清君） 職員のスキルアップということで、ちょっと一つお伺いしたいんですけ

ど、今、私も詳しくは存じませんが、例えば、昇任しますよね。係長、主任が係長、係長が

課長と。以前は、もう、ちょっと一般的には年功序列というような形で昇任してました多良

木町がですね恐らく。 

ただ全国的に大きい市町村とかでは、大きい組織ではですねそういう昇任昇格するにでも

試験があって、それなりのスキルとか、そういう経験を持ち合わせた人でなければ、人の上

に立てないと。て、多良木町は、今現在、どうなってるのかそういうもしなってなければ、

そういう改善する意向っていうか予定というか計画はないものでしょうか。ちょっと町長に

お伺いします。 

○議長（髙橋裕子さん） 吉瀬町長。 

○町長（吉瀬 浩一郎君） はい、かつてはですね、おっしゃるとおり企業も、役所も、年功序

列が普通だったというのは確かにそういうのはあると思います。 

ただ、今はですねそういういくつになったから係長であるとか、幾つになったからもう課

長になるとかいうのはないと思います。これまでそういうのずっと引ずりながら来てるとこ

ろはあったんですけど、しかし、やはり仕事のできる人はしかるべきポストにつくべきだと

いうふうに思っておりますし、そのことに個人的な感情が入り込む余地はないかなというふ

うに思っておりますので、これからはそうでないと他町村との競争に勝っていけないと思う

んですね。 

今までは国にも県にもお金がありましたのでどんどんいけいけの時代もありましたけど、

今は、国も県にもお金がない時代ですので、頭を使って知恵を絞ってどういう事業を持って

くるのかっていうことを真剣に考えていく職員でないとですね、やはりそこはいい仕事はで

きないと思いますので、年功序列はないということだと思います。 

○議長（髙橋裕子さん） 11番。 
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○１１番（猪原清君） 大分時間余ったんですが、目いっぱい使えと言われたんですけど、私の

一般質問は、ここで終了いたします。 

○議長（髙橋裕子さん） これで、11番猪原清さんの一般質問を終わります。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 2時 16分散会） 

 

  

 

 


